
(57)【要約】

【課題】　より確実かつ効率的に氷海上等に流出した油

を回収できる流出油回収装置を提供する。

【解決手段】　流出油回収船１は、水面に対して傾斜角

３～１５度傾き、後ろ側に行くほど水面下に沈んでいる

ネット１１を備える。流出油回収船１が進行すると、油

３５が付着した氷塊３７は、ネット１１の下方に入り込

み、ネットの下方に押し下げられる。そして、船１の移

動によって、氷塊３７がネット１１に対して転がったり

スライドして、氷塊３７とネット１１がこすれ、氷塊３

７から油３９が分離する。分離した油は、ネット１１の

網目を通って水面上に浮上し、堰１３の手前で油層４１

を形成する。油層４１は、油吸引装置１５で吸引され

る。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　氷塊やゴミ等の浮遊物の存在する水面に

流出した油を回収する装置であって、

前記水面に対して相対的に移動する、該水面に対して傾

斜角３～１５度傾き、後ろ側に行くほど水面下に沈んで

いるネット又は格子体（両者合わせてネット等という）

と、

該ネットの上に浮上する油を回収する手段と、を具備す

ることを特徴とする流出油回収装置。

【請求項２】　前記ネット等の開口寸法が０．８ｃｍ～

１０ｃｍであり、

前記ネット等の水平方向長さＬ（ｍ）をその移動速度Ｖ

（ｍ／ｓｅｃ）で割った値（滞留時間、ｓｅｃ）Ｔ＝Ｌ

／Ｖが２．５～２０（ｓｅｃ）であることを特徴とする

請求項１記載の流出油回収装置。

【請求項３】　前記流出油回収手段が、

前記ネット等の後方に配置されている堰と、

該堰手前の水面に溜まった油層を吸引回収する吸引管

と、

油水界面を検知するセンサと、

該センサで検知された油水界面上の油層に前記吸引管の

先端を位置させる位置制御手段と、を有することを特徴

とする請求項１記載の流出油回収装置。

【請求項４】　前記ネット等が移動機構を備え、該移動

機構により前記ネットを５ｃｍ／ｓｅｃ以下の速度で移

動させることを特徴とする請求項１、２又は３記載の流

出油回収装置。

【請求項５】　氷塊やゴミ等の浮遊物の存在する水面に

流出した油を回収する装置であって、

前記ネット等の後方に配置されている堰と、該堰手前の

水面に溜まった油層を吸引回収する吸引管と、油水界面

を検知するセンサと、該センサで検知された油水界面上

の油層に前記吸引管の先端を位置させる位置制御手段

と、を有する流出油回収手段を備え、

前記位置制御手段を駆動して前記吸引管の口を前記セン

サで検知される油水界面の位置に応じた位置に移動し、

前記流出油回収手段を作動させることを特徴とする流出

油回収装置。

【請求項６】　前記油水界面位置検知センサが接触式セ

ンサ又は非接触式センサであって、

該センサが接触式センサであり、前記流出油の粘度が大

きい場合には、前記流出油回収手段の吸引管の口の位置

を、前記センサで検知された油水界面上の油面から１ｃ

ｍ程度の高さとなるように前記位置制御手段を駆動させ

ることを特徴とする請求項５記載の流出油回収装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、事故により氷海域

等に流出した原油や重油等の油を回収する流出油回収装

置に関する。

【０００２】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】油田や

タンカー等の事故により海域に流出した油は、一般に、

油回収船で回収される。氷海域に流出した場合、油は氷

塊の水面下及び水面上の表面に付着する。氷塊の表面に

付着した油は、流出初期であれば、海水で洗い流すと水

と一緒にきれいに洗い流すことができ、容易に氷塊から

分離する。そこで、このような氷塊に付着した油を回収

するには、海上に浮遊している氷塊から油を確実に分離

して、油のみを吸引等によって回収する必要がある。

【０００３】この方法の一例が、Status of the Progra

m Mechanical Oil Recovery in IceInfested Water (MO

RICE) に提案されている。この論文に述べられている油

回収装置は、格子状のエンドレスベルトを、同ベルトの

一部が水面上に位置するように設置する。そして、ベル

トを後方に向かって回転させて、前方に位置する油が付

着した氷塊を水面上のベルト上に引き上げる。そして、

このベルト上において、氷塊に対して水を吹き付けて、

油を氷塊から洗い流す。油はベルト下方に配置された油

回収ユニット内に回収される。氷塊はベルトの回転によ

って後方に送られ、水面に戻される。

【０００４】油回収ユニットには、３本の回転ブラシが

備えられている。ブラシはユニット内で回転し、ユニッ

ト内の氷塊から分離した油と吹き付けられた水からなる

液体から、油のみを付着させる。ブラシ上の水油混合液

体から分離した油はこすり取られて回収される。

【０００５】この方法においては、氷塊はベルト上を上

昇移動中に油によって下方（前方）に滑り落ち易い。ベ

ルトから前方に滑り落ちた氷塊はそこで集まってしま

い、氷塊がベルト上に引き上げられにくい状態となる。

【０００６】また、他の例として、特開２００１－２７

９６５１号に開示されている方法がある。この方法は、

格子で画された水路と、この水路上に配置されたシャワ

ー装置と、水路の水面下に配置された上昇水流発生装置

を備える。水路に導かれた氷塊の水面上の部分に付着し

た油はシャワー装置で洗い落とされ、氷塊の水面下の部

分に付着した油は上昇水流発生装置から発生する上昇水

流によって洗い流される。氷塊から分離した油は、上昇

水流が水面で左右に分かれた水流にのり、格子を通って

左右に位置する油溜りに達し、そこで回収される。な

お、氷塊は格子で遮られて水路に留まる。

【０００７】この方法においては、シャワー装置や、水

流を発生させるための多くの動力装置が必要であり、エ

ネルギコストが大きくなる。

【０００８】本発明は上記の問題点に鑑みてなされたも

のであって、より確実かつ効率的に氷海上等に流出した

油を回収できる流出油回収装置を提供することを目的と

する。特には、動粘性率が３０００ストークス以下の油

の回収装置を提供することを目的とする。

【０００９】
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【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた

め、本発明の第１の流出油回収装置は、　氷塊やゴミ等

の浮遊物の存在する水面に流出した油を回収する装置で

あって、　前記水面に対して相対的に移動する、該水面

に対して傾斜角３～１５度傾き、後ろ側に行くほど水面

下に沈んでいるネット又は格子体（両者合わせてネット

等という）と、該ネットの上に浮上する油を回収する手

段と、を具備することを特徴とする。油が付着した氷塊

やゴミは、傾斜したネット等の下方に入り込み、ネット

等の下方に押し下げられる。そして、ネット等の移動に

よって、氷塊がネット等に対して転がったりスライドし

て、氷塊とネット等がこすれ、氷塊から油が分離する。

分離した油は、ネット等の網目を通って水面上に浮上す

る。この方法により、氷塊の全表面から油を確実に分離

させることができる。また、装置も簡易化できる。

【００１０】本発明においては、　前記ネット等の開口

寸法が０．８ｃｍ～１０ｃｍであり、　前記ネット等の

水平方向長さＬ（ｍ）をその移動速度Ｖ（ｍ／ｓｅｃ）

で割った値（滞留時間、ｓｅｃ）Ｔ＝Ｌ／Ｖが２．５～

２０（ｓｅｃ）、特には４～１２ｓｅｃであることが好

ましい。この条件を満たすように氷塊がネット等と接触

する時間（滞留時間）を設定することにより、効率的に

氷塊と油を分離させることができる。

【００１１】本発明においては、　前記流出油回収手段

が、　前記ネット等の後方に配置されている堰と、　該

堰手前の水面に溜まった油層を吸引回収する吸引管と、

油水界面を検知するセンサと、該センサで検知された油

水界面上の油層に前記吸引管の先端を位置させる位置制

御手段と、を有することが好ましい。ネット等によって

氷塊から分離して浮上した油や、ネットを通過した単体

で浮遊している油は後方に流れ、堰によって堰き止めら

れて、そこで油が集積して油層を形成する。したがっ

て、この部分の油を回収することにより、油のみを効率

的に回収できる。

【００１２】本発明においては、　前記ネット等が移動

機構を備え、該移動機構により前記ネットを５ｃｍ／ｓ

ｅｃ以下の速度で移動させることとしてもよい。氷塊の

滞留時間を上述のように維持し、さらに、ネット等を低

速で移動させることにより、よりスムーズに氷塊を後方

に送ることができる。

【００１３】本発明の第２の流出油回収装置は、　氷塊

やゴミ等の浮遊物の存在する水面に流出した油を回収す

る装置であって、　前記ネット等の後方に配置されてい

る堰と、該堰手前の水面に溜まった油層を吸引回収する

吸引管と、油水界面を検知するセンサと、前記センサで

検知された油水界面上の油層に前記吸引管の口を位置さ

せる位置制御手段と、を有する流出油回収手段を備え、

　前記位置制御手段を駆動して前記吸引管の口を前記セ

ンサで検知される油水界面の位置に応じた位置に移動

し、前記流出油回収手段を作動させることを特徴とす

る。堰手前に集積した油水界面の位置に応じて油を回収

するため、吸引管が水面下に潜ってしまい、油とともに

水を吸引することがなく、油のみを吸引させることがで

きる。

【００１４】本発明においては、　前記油水界面位置検

知センサが接触式センサ又は非接触式センサであって、

　該センサが接触式センサであり、前記流出油の粘度が

大きい場合には、前記流出油回収手段の吸引管の口の位

置を、前記センサで検知された油水界面上の油面から１

ｃｍ程度の高さとなるように前記位置制御手段を駆動さ

せることが好ましい。油面から吸引管の口までを１ｃｍ

程度離して吸引することにより、油のみを確実に吸引さ

せることができる。また、流出油の粘度が大きい場合

で、接触式センサを使用する場合、吸引管の口を、同セ

ンサで検知された油水界面から１ｃｍ程度離すことによ

り、センサに油が付着して深く潜り、吸引管の口が水中

へ潜ることを防止できる。油水界面位置検知センサとし

て非接触センサを使用すれば、センサの検知面に油が付

着したりして、センサの応答性に影響を与えることがな

い。この場合、同センサは油面の位置を検知する。

【００１５】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ説明す

る。最初に、本発明の流出油回収装置の基本的な作用と

効果について、実験結果を元にして説明し、その後、流

出油回収装置の具体的な実施の形態について説明する。

以下の実験は、氷塊に付着した油を確実に分離するこ

と、及び、水と油が混在する液体から油のみを効率的に

回収すること、を目的として行った。

【００１６】図３は、第１の実験装置を模式的に説明す

る図である。この実験装置１００は、氷板１０１を浮か

べた水中に堰１０３を設け、この堰１０３の前方の水中

にネット１０５を斜めに張ったものである。堰１０３の

水没部分の長さＬ１は７．５ｃｍである。ネット１０５

は、前方から後方に向かって下方向に傾斜するように配

置されている。ネット１０５の全長Ｌ２は１６０ｃｍ、

幅は４５ｃｍである。ネット１０５の先端は水面上に位

置し、後端は水面下の堰１０３の下端に位置する。ネッ

ト１０５の水没部分の長さＬ３は１２０ｃｍであり、ネ

ット１０５の静止水面に対する傾斜角度θは３．６度で

ある。ネット１０５はポリエチレン製の網である。そし

て、堰１０３の前方に複数の氷板１０１を浮かべ、堰１

０３の前方から堰に向かって、流速８ｃｍ／ｓｅｃの水

流を形成する。水流の方向を矢印で示す。

【００１７】この状態で、ネット１０５の上流の水面上

に１２リットルのＢ重油１０７を注ぎ、堰１０３に向か

って流した。そして、ネット１０５の格子間隔を、０．

８×１．３ｃｍ、２．６×２．６ｃｍ、５．３×５．３

ｃｍ、１０．５×１０．５ｃｍと変化させた場合、及

び、堰１０３に向かう水流の流速を０．０８ｍ／ｓｅｃ

～０．４７ｍ／ｓｅｃまで変化させた場合について、氷
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板と油の分離状態を観察した。

【００１８】この結果、油が付着した氷板１０１や単体

で浮遊している油は、まず、ネット１０５の先端と水面

との間１０９からネット１０５の下に進む。そして、氷

板１０１は水流によってネット１０５の下面に潜り込ん

でいく。この間に、氷板１０１はネット１０５に対して

転がったり、スライドして、氷板１０１の表面とネット

１０５がこすられるなどして、氷板１０１に付着してい

る油が同板から分離する。分離した油はネット１０５の

格子に付着して塊となり、ネット上方へ浮上していく。

なお、氷板に付着していない油は、ネット１０５の格子

の間を通り抜けて上昇する。そして、堰１０３とネット

１０５で囲まれた部分１１１で、ネット１０５の上方に

浮上した油の塊が堰１０３の手前まで流れていき、堰１

０３で止められる。塊は堰１０３から下流には流れず、

水面上に、厚さが厚く、ある面積をもった油層１１３を

形成する。なお、油が離れた氷板１０１は、ネット１０

５に沿って下流に流れ、堰１０３の下端を越えてさらに

下流に流される。

【００１９】このように、氷板の存在する水面に流出さ

せた油を、氷板から確実に分離するとともに、一ヶ所に

集積させた油層を形成させることができた。

【００２０】ネット１０５の格子の大きさを変化させて

実験した結果、格子間隔が１０．５×１０．５ｃｍのも

のは、氷板が格子に引っ掛かって氷板の移動が滑らかで

なくなり、氷板と油の分離効果がよくない。また、堰１

０３とネット１０５で囲まれた部分１１１では、ネット

１０５が水流を緩衝して水流の速度が若干遅くなる。し

かし、格子間隔が大きい場合はこの緩衝作用が小さいた

め、水流の速度が速い場合には、この部分で水流の速度

を緩やかにできない。このため、浮上した油が堰１０３

で堰き止められず、下流に流されてしまうことがある。

一方、格子間隔が０．８×１．３ｃｍの場合は、格子間

に油が付着して膜を形成し、油の浮上を抑制してしま

う。したがって、ネットの格子間隔は２．５～５ｃｍ程

度で、氷と油の分離性及び油の集積性が最も好ましい。

【００２１】水流の流速に関しては、水流を速くする

と、ネット１０５と氷板１０１との接触時間（滞留時

間）が少なくなり、氷板と油との分離性が悪くなるおそ

れがある。また、堰１０３で滞留する油層１１３が堰１

０３の下端から下流に流れ出してしまう場合がある。一

方、水流を遅くすると、同接触時間は多くなるが、ネッ

ト１０５で氷板１０１を転がしたり、スライドさせる力

が小さくなり、氷板１０１が移動しにくくなったり、氷

板１０１がネット前部に滞留する場合がある。

【００２２】このため、ネット１０５の上方に浮上した

油が堰１０３の手前で塊となって浮遊するための最適な

接触時間（滞留時間）が存在する。ここで、ネットの水

没部分の長さＬ３（ｍ）を船体の水面に対する相対移動

速度Ｖ（ｍ／ｓｅｃ）で割った値Ｌ／Ｖ（ｓｅｃ）を実

質的な氷塊の滞留時間とする。この実験によると、船体

の相対移動速度が０．１～０．４７ｍ／ｓｅｃのときに

氷塊と油が良好に分離した。また、氷塊とネットが接触

するネットの水没部分の長さＬ３は１２０ｃｍである。

したがって、滞留時間は、長さ１．２（ｍ）を移動速度

０．１～０．４７（ｍ／ｓｅｃ）で割った値２．５～１

２ｓｅｃとなる。この滞留時間を２．５～２０ｓｅｃ、

特には４～１２ｓｅｃとすることにより、油の分離性及

び集積性がよくなる。

【００２３】上述の実験により、ネット１０５の格子間

隔が２．５～５ｃｍ程度で、かつ、氷塊の滞留時間（相

対移動速度／ネット長さ）が２．５～２０ｓｅｃの条件

が、氷と油の分離性及び油の集積性が最も好ましい。

【００２４】図４は、第２の実験装置を模式的に説明す

る図である。この実験装置１５０は、水面位置検知装置

１５１、吸引装置１５３、アクチュエータ１５５、制御

装置１５７を有する。水面位置検知装置１５１は、水面

上に降ろされる触針センサ１５９と、水中に沈められる

アース電極１６１を備える。触針センサ１５９はアクチ

ュエータ１５５に取り付けられており、アクチュエータ

１５５に作動されて水面方向に上下に移動する。アクチ

ュエータ１５５の作動は制御装置１５７で制御される。

アクチュエータ１５５で触針センサ１５９を下降し、触

針センサ１５９の針１５９ａが水面（油層と水層の二層

の場合は界面）に接触すると、同センサとアース電極１

６１間に電流が流れ、その信号が制御装置１５７に送ら

れて、基準位置から触針センサ１５９の針１５９ａまで

の位置から油水界面位置が求められる。

【００２５】吸引装置１５３は、フレキシブルなホース

１６３と吸引口１６５からなる吸引管、吸引ポンプ、回

収容器（いずれも図示されず）を備える。吸引口１６５

は触針センサ１５９に取り付けられており、触針センサ

１５９とともにアクチュエータ１５５に作動されて水面

方向に上下に移動する。吸引口１６５は、触針センサ１

５９で検知される油水界面の位置に対して、流出油が低

粘度の場合は油水界面、高粘度の場合は油水界面上の油

層内の１ｃｍの高さとなるように設定される。吸引口１

６５の径は８ｍｍ、長さは１６０ｍｍである。吸引口１

６５はフレキシブルホース１６３に接続し、同ホース１

６３は回収容器に接続している。フレキシブルホース１

６３の内径は３０ｍｍ、長さは３０ｍである。

【００２６】制御装置１５７は、触針センサ１５９の針

１５９ａが常に油水界面位置に追随するように、アクチ

ュエータ１５５を作動させる。これにより、吸引口１６

５の位置も、常に油水界面上の油層内となるように作動

される。つまり、波によって水面位置が変動しても、吸

引口１６５が常に油層内に位置するように維持される。

【００２７】この実験装置１５０を取り付けた模型船１

６７を、水面上に油１６９を散布した水面に曳航して、

油の回収実験を行った。回収された液体量（油と水を含
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む）に対する油の量の割合は１００％であり、油のみを

回収することができた。なお、粘性の低い（動粘性率が

１００センチストークス以下）油の場合、吸引口１６５

と油水界面との距離は０～０．２ｃｍ程度でもよい。

【００２８】一方、上述のような触針センサ１５９の針

位置の制御を行わない場合、粘性の高い（動粘性率が１

００～２５００センチストークス）の油の場合、触針セ

ンサの針が油層の表面に接触すると、針に油が付着し水

中に潜ってしまう。このため、吸引口１６５も油水界面

より下に潜ってしまい、回収された液体には油とともに

多くの水も含まれ、回収液体量に対する油の量の割合は

４３％であった。

【００２９】この方法においては、油の粘性が高い場合

は、吸引中にフレキシブルホース内での流動抵抗が高く

なるため、吸引ポンプは真空ポンプのような強力なポン

プが好ましい。また、フレキシブルホースの長さは短い

方が好ましい。

【００３０】上述のように動粘性率が１００～２５００

センチストークス程度の、粘性の高い油の場合は、触針

センサに付着しやすく、センサの応答性が悪くなるた

め、光や超音波を使用した非接触式のセンサを使用する

ことが好ましい。

【００３１】次に、以上の実験結果を基にして構成され

た、本発明の実施の形態に係る流出油回収装置の構造を

説明する。図１は、本発明の第１の実施の形態に係る油

回収装置の構造を模式的に説明する側面断面図である。

流出油回収船（流出油回収装置）１の船体３は、長手方

向中央付近から船首に向かって二つに分かれて双胴部５

を形成している。船尾にはプロペラ７や舵９が配置され

ている。

【００３２】双胴部の２つの船体５の間には、ネット１

１が張られている。ネット１１は、ポリエチレン製等の

網で、格子の間隔は例えば２．５～５ｃｍである。ネッ

ト１１は、船首から船尾に向かって下方向に傾斜するよ

うに配置されている。ネット１１の静止水面に対する角

度は３～１５度で、ネット１１の先端は水面上に位置

し、後端は水面下に沈んでいる。ネット１１の全長は例

えば１６０ｃｍ、ネット１１の水没部分の長さは１２０

ｃｍである。

【００３３】双胴部５の後端面には、水面に対してほぼ

直角、及び、進行方向に対して直交する堰１３が配置さ

れている。堰１３の下部は水面下に沈んでおり、堰１３

の下端とネット１１は接続している。堰１３の水没部の

長さは０．０８～０．５ｍである。この堰１３の手前

（船首側）の部分が油溜まりとなる。

【００３４】船体３上には油吸引装置１５及び水面位置

検知装置１７が備えられている。水面位置検知装置１７

は、水面上に降ろされる触針センサ１９と、水中に沈め

られるアース電極２０を備える。触針センサ１９にはア

クチュエータ（位置制御装置）２１が取り付けられてお

り、アクチュエータ２１に作動されて水面方向に上下に

移動する。アクチュエータ２１の作動は制御装置２３で

制御される。アクチュエータ２１で触針センサ１９を下

降させ、触針センサ１９の針１９ａが水面に接触したと

きの、基準位置から触針センサ１９の針１９ａまでの位

置から油水界面位置が求められる。

【００３５】油吸引装置１５は、真空ポンプ２５、吸引

管２７、回収容器２９を備える。吸引管２７は、吸引口

３１とフレキシブルなホース３３からなる。吸引口３１

は触針センサ１９に取り付けられており、アクチュエー

タ２１に作動されて触針センサ１９とともに水面方向に

上下に移動する。吸引口３１の先端は、触針センサ１９

で検知される油水界面の位置に対して、流出油が低粘度

の場合は油水界面、高粘度の場合は油水界面上の１ｃｍ

の高さとなるように設定される。吸引口３１は、例え

ば、幅が８ｍｍ、長さは４３０ｍｍである。吸引口３１

はフレキシブルホース３３に接続し、同ホース３３は回

収容器２９に接続している。フレキシブルホース３３の

内径は３０ｍｍである。

【００３６】制御装置２３は、触針センサ１９の針１９

ａが常に油水界面に接した状態であるようにアクチュエ

ータ２１を作動させる。これにより、触針センサ１９に

取り付けられている吸引口３１の位置は、水面位置の変

動に関らず常に油水界面上の油層内に保たれる。

【００３７】次に、この流出油回収装置の作用について

説明する。流出油回収船１が対象となる氷海上に０．１

～０．５ｍ／ｓｅｃの速度で進行すると、浮遊している

油３５や氷塊３７は、双胴部５間に入り、ネット１１の

先端と水面との間３９からネット１１の下方に入り込

む。そして、船体３の移動とともに、氷塊３７はネット

１１の下面に対して回転又はスライドし、ネット１１に

こすられながらネット１１の後方へ進む。この間に氷塊

３７から油がこすり落とされる。このような油や浮遊し

ている油３５は、ネット１１の格子に付着して塊とな

り、ネット１１の格子間からネット上方に浮上する。そ

して、この塊は後方に移動し、堰１３の手前で集積し、

堰１３の手前で層の厚い油層４１を形成する。

【００３８】そして、油吸引装置１５のポンプ２５を作

動させて、吸引管２７の吸引口３１から油層４１の油を

汲み上げる。汲み上げられた油はフレキシブルホース３

３を通って容器２９内に回収される。この間、水面位置

検知装置１７によって検知される水面位置を基にして、

吸引管２７の吸引口３１が油面上１ｃｍ程度となるよう

にアクチュエータ２１を作動させている。これにより、

堰１３の手前の油層４１の油のみが回収される。

【００３９】図２は、本発明の第２の実施の形態に係る

流出油回収装置の構造を模式的に示す図である。この例

の流出油回収装置５１は、図１の流出油回収装置とほぼ

同様の構造であるが、ネット、水面位置検知装置のセン

サの構造が異なる。なお、図１の流出油回収装置と同様
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の構造・作用を有する部品は、図１と同じ符号を付与

し、説明を省略する。

【００４０】この流出油回収装置５１のネット６１はエ

ンドレスベルト状であり、双胴部５間に回転可能に張ら

れている。すなわち、双胴部間の前方の水面上には駆動

ローラ６３が取り付けられており、後方の堰１３の下端

近傍には回転ローラ６５が取り付けられている。ネット

６１はこれらのローラ６３、６５間を巻き回されて保持

されている。ネット６１の全長、水没部の長さ、ネット

６１の水面に対する傾斜角度等は図１の流出油回収装置

のネットと同様に、氷塊の滞留時間が所定範囲内となる

ように設定されている。駆動ローラ６３はベルト６７を

介してモータ６９のシャフト７１に接続している。モー

タ６９の回転により、ネット６１は下面が後方に移動す

る方向に回転する。ネット６１の移動速度は、６ｃｍ／

ｓｅｃ以下である。特には、５ｃｍ／ｓｅｃ以下が好ま

しい。

【００４１】水面位置検知装置１７は、非接触センサ７

３が用いられている。非接触センサ７３は光や超音波を

非検知面（海面）に照射して、その反射波の強度等によ

り、非検知面の位置を非接触で検知する。

【００４２】油回収装置１５の吸引口３１は、アクチュ

エータ２１で作動されて水面方向に上下に移動する。そ

して、非接触センサ７３で検知される水面位置を基にし

て、吸引管３１の口が油水界面上の油層内に位置するよ

うにアクチュエータ２１を作動させる。

【００４３】この例では、流出油回収船５１は０．１～

１ｍ／ｓｅｃの速度で進行するとともに、ネットを低速

で回転させている。これにより、よりスムーズに氷塊等

を後方に送ることができる。

【００４４】

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明

によれば、氷塊から油を分離し、かつ、油のみを確実に

回収できる流出油回収装置を提供することができる。ま

た、大型の動力設備を必要とせず、簡易な構造とするこ

とができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の第１の実施の形態に係る油回収装置の

構造を模式的に説明する側面断面図である。

【図２】本発明の第２の実施の形態に係る油回収装置の

構造を模式的に説明する側面断面図である。

【図３】第１の実験装置を模式的に説明する図である。

【図４】第２の実験装置を模式的に説明する図である。

【符号の説明】

１、５１　流出油回収船（流出油回収装置）

３　船体　　　　　　　　　　　　　　５　双胴部

７　プロペラ　　　　　　　　　　　　９　舵

１１　ネット　　　　　　　　　　　１３　堰

１５　油吸引装置　　　　　　　　　１７　水面位置検

知装置

１９　触針センサ　　　　　　　　　２０　アース電極

２１　アクチュエータ　　　　　　　２３　制御装置

２５　真空ポンプ　　　　　　　　　２７　吸引管

２９　回収容器　　　　　　　　　　３１　吸引口

３３　フレキシブルホース　　　　　３５　油

３７　氷塊　　　　　　　　　　　　３９　ネットと海

面との間

４１　油層　　　　　　　　　　　　６１　ネット

６３　駆動ローラ　　　　　　　　　６５　回転ローラ

６７　ベルト　　　　　　　　　　　６９　モータ

７１　モータシャフト　　　　　　　７３　非接触セン

サ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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